
 

 

受動喫煙防止対策の推進 

 

１ 国の動向 

⑴ 健康増進法 

平成３０年７月に健康増進法の一部を改正。改正健康増進法の趣旨は、「望ま

ない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該

施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について

権原を有する者が講ずべき措置等について定める。」ものであり、基本的な考え

方は以下の３つである。 

ア 「望まない受動喫煙」をなくす  

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置

かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 

イ  受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 

子どもなど２０歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいこと

を考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙

対策を一層徹底する。 

ウ  施設の類型・場所ごとに対策を実施 

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、

主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙

措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。 

⑵ 分煙環境の整備 

令和６年度税制改正大綱において、「望まない受動喫煙対策の推進や今後の地

方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、駅前・商店街・公園などの場

所における屋外分煙施設等の整備について、地方公共団体がその重要性を認識

し、地方たばこ税の活用を含め、民間事業者への助成制度の創設その他の必要な

予算措置を講ずるなど積極的に取り組むよう、各地方公共団体の整備方針や実施

状況等の把握を行いつつ、より一層促すこととする」と記載され、自治税務局事

務連絡において、望まない受動喫煙の防止及び地方たばこ税の継続的かつ安定的

な確保のため、分煙施設のより一層の整備を図ることについて要請されている。 

 

２ 都の動向 

都民の健康増進を図る観点から、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な

ものに対して、受動喫煙を生じさせることがないよう、受動喫煙防止対策を一層

推進するため、平成３０年７月に「東京都受動喫煙防止条例」を定めた（令和２

年４月１日施行）。東京都受動喫煙防止条例では、特に健康影響を受けやすい２０

歳未満の方や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観

点から、都独自のルールを定めている。 
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３ 健康増進法と都条例の対象となる施設 

   

 

４ 本市の現状・動向 

⑴ 現状 

ア 本市の受動喫煙防止対策については、既に改正健康増進法・東京都受動喫煙

防止条例が施行されているため、一定の規制がされている状況であるが、公共

施設等を含めた本市の受動喫煙防止に対する基本的な考え方（方針）がなく、

各課において、それぞれで受動喫煙防止対策に取り組んでいる状況である。 

イ 本市の駅周辺には公衆喫煙所を設置しておらず、特に武蔵小金井駅北口の商

店街入口にある受動喫煙防止対策を講じていない民有地の喫煙所において、多

くの喫煙者が喫煙している状況であるため、早急に受動喫煙防止対策の実施を

求められており、課題となっている。 

⑵ 動向 

本市における喫煙及び受動喫煙防止に関する例規・計画等は以下のとおり 

ア 小金井市まちをきれいにする条例 

第１０条で喫煙者の責務、第１１条で路上禁煙地区を規定 

イ 小金井市立公園条例施行規則（市立公園を禁煙化：令和６年１０月１日～） 

「市立公園の美化」及び「公園利用者の受動喫煙防止」の観点から、全ての

市立公園を禁煙とする。 

ウ 健康増進計画（第三次） 

受動喫煙防止のためのガイドラインを策定し、受動喫煙を防止するための取

り組みを推進する旨を記載 



 

５ 本市での方向性 

受動喫煙防止対策については、既に改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例

が施行されているため、一定の規制がされている状況であるが、本市の受動喫煙

防止に対する基本的な考え方（方針）がない状況である。 

市民の健康増進を図る観点から、生活習慣病の発症予防（がん対策）及び受動

喫煙防止対策を推進するため、目指すべき姿を示すガイドラインを策定する。 

 

６ ガイドライン策定の進め方 

⑴  庁内検討体制 

受動喫煙防止対策については、庁内の多くの関係部局にまたがり、庁内体制の

整備が不可欠である。そのため、情報共有や対策の推進等を図るべく庁内検討体

制を整備する。市民健康づくり審議会と並行して検討・協議する。 

⑵  検討の場 

市民健康づくり審議会にて検討・協議し、ガイドラインを策定する。 

 ⑶  スケジュール 

資料７のとおり 








